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米朝首脳会談で合意しても北朝鮮の CVID は実現できない 
―核化した北朝鮮に備えよ― 

矢野義昭 
 
 米朝首脳会談開催をめぐり、駆け引きが続いている。いずれ会談は行われる

であろうが、会談で米朝が、北朝鮮の「CVID(完全かつ検証可能で不可逆の非

核化)」に合意したとしても、実質的な真の CVID の実現はできるのであろう

か。その可能性を分析する。 
 
1 CVID が実現できない軍事上の理由 
 米朝首脳会談開催については、開催合意後も駆け引きが続いている。米朝

は、まだ実質的な譲歩をしているわけではない。特に米国は CVID を北朝鮮が

行動で示すまでは、圧力を緩めないとする原則的な立場を崩していない。 
しかし、CVID を真に達成することは、以下の軍事的理由からほぼ不可能と

言える。 
まず、空爆による核関連施設などの全数破壊はできない。地下目標の位置把

握と破壊の困難さ。北朝鮮には地下施設が 1 万数千か所あり、弾道ミサイルの

数は 1 先発程度とみられ、その大半は移動式の発射台から、最大 200 か所の基

地から発射可能で、普段は地下に格納されている。 
地下施設のうちのどれに核関連施設や核ミサイル基地があるのか、完全に把

握するのは困難である。 
また、地下施設の位置が判明したとしても、それらを確実に破壊するのも容

易ではない。通常弾頭では地下 70m、核弾頭を使っても地下数百メートルまで

しか破壊できない。地下施設を確実に破壊するのは、空爆のみでは不可能であ

る。 
しらみつぶしに地下施設を制圧するには、1993 年当時の見積を準拠とすれ

ば、湾岸戦争に匹敵する数十万人の地上兵力により北進し、本格的な第 2 次朝

鮮戦争を数か月に渡り行わねばならないと予想される。 
しかし、その結果、通常戦力による戦いだけでも、米軍に数十万人、南北朝

鮮では民間人を含め数百万人の損害が出るであろう。 
 最も厄介な問題は、1993 年当時と異なり、北朝鮮が核・化学、場合により

生物兵器を載せた弾道ミサイルにより、日韓の在日米軍基地や軍関連施設、人

口密集地に報復攻撃する能力を持っていることである。米本土に対する ICBM
攻撃の可能性も排除できない。 
 もし米軍が北進し北朝鮮の制圧に乗り出すとすれば、その最初の段階で、潜

水艦からの巡航ミサイル発射を含む全面的な精密空爆により、休戦ライン沿い
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に配備された長射程の火砲や多連装ロケット、及び北朝鮮内の核関連施設や弾

道ミサイル基地を一挙制圧しなければならない。これらの戦力が生き残ってい

る限り、北進と同時にソウル砲撃や核攻撃が予想されるからである。 
 しかし一挙制圧は、上記の理由で不可能である。先制空爆から生き残った弾

道ミサイルは、報復攻撃に出るであろう。北朝鮮の残存報復能力について見積

もることは容易ではない。地下に隠された、あるいは発射準備中の野外の移動

式ミサイルのリアルタイムの位置情報の把握は、極めて困難である。そのこと

は、湾岸戦争などでも実証されている。 
現在は無人機、AI などを使い、1993 年当時よりも、目標情報の収集、伝

達、分析は極めて迅速正確にはなっていると思われる。しかしそれでもミサイ

ルなどの目標数は激増し、地下化、移動化も進んでいるため、リアルタイム情

報の把握が困難である状況には、基本的に変化はないと思われる。 
 発射された後の阻止手段は、弾道ミサイルに対しては、ミサイル防衛システ

ムしかないが、これも 100%の撃墜は期待できない。おとり弾頭の発射も可能

であろう。撃墜率を上げるため、1 発の敵ミサイルに対し複数のミサイルによ

り迎撃することはできる。しかし、多数のミサイルを集中的に発射された場

合、迎撃側のミサイルの能力と数が不足し、打ち漏らしが出てくるであろう。 
 結局、弾道ミサイルの完全撃破は不可能で、1 発でも打ち漏らし着弾を許せ

ば、核弾頭は広島型の数倍以上の威力があるとみられ、1 発でも百万人以上の

損害が出ることになろう。 
生物、化学弾頭でも、気象条件などで異なるが、数十万人以上の被害は出る

と予測される。通常兵力による損害と合わせれば、500 万人以上の損害が、日

本と朝鮮半島で生ずる恐れもある。 
 1955 年に行われた、中部欧州に対するソ連軍侵攻を前提とし、それを阻止

するため 355 発の核弾頭の使用を想定した演習では、ドイツ人の間に 520 万人

の死傷者が出るとの見積もり結果が出されている。 
 このような破滅的な損害が予想される戦いに踏み切ることは、トランプ政権

にも決断できないであろう。 
 さらに、中朝間では今も、軍事条項を含む中朝友好協力相互援助条約は効力

を持っている。金正恩の二度に及ぶ訪中の最大の狙いは、米軍北進時の中国の

軍事介入のコミットメント確認にあったと思われる。 
 そのほかに中国に対して軍事的必要性から、ミサイルの精度を決定づける

GPS の引き続きの使用、コンピューター・シミュレーションによる核兵器開発

支援、海上封鎖時の陸上国境沿いの中朝貿易の確保などを依頼することにあっ

たのでないかと推測される。 
 中国の後ろ盾を軍事的に得られ、かつ経済面でも制裁の緩和、原油その他の
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供給などの保証が得られれば、北朝鮮に対し海上封鎖を含めた軍事的選択肢に

より核・ミサイル放棄を強要することはできないとみるべきであろう。 
 経済制裁のみで戦略的目的を達成した戦史戦例はない。経済制裁はむしろ国

民の敵愾心を高め指導者の下に結束させ、軍需生産の低下にはつながらないこ

とが多い。 
1990 年代後半、約 200 万人とも言われる餓死者を出しても、核とミサイル

の開発を止めなかった北朝鮮が、ICBM の開発に成功したかその目前に来てい

る今の段階で、経済制裁のみで完全な非核化に応じるはずはないとみるべきで

あろう。 
軍事的選択肢も経済制裁による放棄も困難なら、北朝鮮に対する力による核

放棄強要はできないと判断せざるを得ない。 
 
2 CVID が実現できない政治的理由 

米国の情報機関は、今年の 1 月から 2 月に、北朝鮮の ICBM は数か月以内に

完成するかもしれないとの見積もりを出していた。その完成可能時期期はすで

に過ぎている。北朝鮮の ICBM はすでに完成している可能性もある。 
しかし、北朝鮮が、核兵器を使用するようなことをすれば、北朝鮮も米軍の

数百発以上の核報復を受ける恐れが高く、そうなれば北朝鮮全土が焦土になる

ことは確実である。そのような自殺行為に等しい決定をすることは、いかに独

裁的な北朝鮮指導者といえども、ありえないであろう。 
以上のような理由から、北朝鮮による核兵器の先制使用や核報復などはあり

えないと楽観視する意見もある。しかしそのような見方に立つことは、現実に

政策判断をする場合にはとることはできない。 
なぜなら、能力がある以上それを行使するかどうかは、当事者の意思次第で

あり、攻撃対象となるこちらが決められないという事情があるためである。逆

に言うと、北朝鮮は、核兵器使用という恫喝手段を、日韓、そして火星 15 号

打ち上げに成功した今では、米国に対しても使えるということでもある。 
また北京やウラジオストクも攻撃できることから、中露も一方的に北朝鮮に

自国の意思を強要はできないであろう。 
 現実の軍事的能力を無視して、相手方に対する政策や対応を決定すること

は、特に核保有をしている北朝鮮のような国を相手にする場合は、リスクが高

すぎる。 
北朝鮮が、核実験にも全米に届く ICBM の発射実験にも成功したことは、そ

れほどの重みをもっている。日韓はもちろん米中露も、北朝鮮に簡単に軍事介

入などの強硬手段をとることも、北朝鮮を意向通りに動かせる国とみなすこと

も、もはやできない。 
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 ジョン・J・ミアシャイマーも指摘しているように、核時代の今日、大国と

言えるのは、核保有国のみである。いくら経済力があっても、核を持たない国

は、他国の意思に自国の安全と生存の根幹を依存しているのであり、いずれか

の核大国に従属するか、核恫喝に屈するしかない。 
その意味で、米国の核の傘に依存する日本は、米国に従属した小国である。

中国も日本を、経済的には自立しているが、政治的には半ば、安全保障上は全

面的に米国に従属しているとみている。 
 北朝鮮が実質的な核保有国になってしまっているという現実を前提として、

対応するとすれば、真の CVID を軍事力で強要することはできない。強要すれ

ば、核報復を含む戦争になりかねないためである。そのリスクを犯すことはも

うできない時点に来ている。 
リビア方式は北朝鮮には適用できない。ムアンマル・アル・カッザーフィー

(カダフィ)大佐が核開発を試みていたことは事実である。カダフィは、漢字で

書かれた核爆弾の設計図を所持していたことから、中国の支援を受けていたこ

とも間違いない。 
その設計図は、パキスタンのアブドゥル・カディール・カーン博士から入手

したとされている。なお、同じ中国の設計図がカーンから北朝鮮に渡された可

能性もある。 
カダフィは、サダム・フセイン逮捕の直後の 2003 年に、次は自分が倒され

るとおじけづき、核放棄を宣言、核開発の全容を英米の情報機関に明かし、そ

の代償としてテロ支援国家解除を勝ち取った。 
ただし、リビアにはもともと自力で核開発を行うだけの資金や技術力はな

く、カダフィ自身が、核開発の放棄を 2003 年以前に決めていたとの見方もあ

る。 
いずれにしてもリビアの場合は、核兵器開発は進んでいなかったし、保有も

していなかった。 
またリビアの場合は、中国のような地続き国境を持つ後ろ盾になってくれる

大国もなかった。 
このように、リビアと北朝鮮とは、環境条件が全く異なっている。 
カダフィは 2011 年、米英仏が支援した「アラブの春」のさなかのリビア内

戦の際に、反カダフィ派に殺害された。 
北朝鮮は逆に、カダフィやサダム・フセインの末路から、核兵器保有を急が

なければ彼らと同じ末路になるとの教訓を得て、核・ミサイル開発に拍車をか

けたとされている。 
 リビア方式を北朝鮮に強要しようとしても、中露が同意せず、核関連の施

設、ノウハウ、データ、技術者などが中露に亡命し保存される可能性も高い。 
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すべての核関連の施設を封鎖し、関連の物質、機械設備、設計図などを国外

に運び出し破壊することはできないであろう。 
 
3 北朝鮮に完全な検証や後戻りできない非核化を強要できない理由 
核兵器は、小さな容積で TNT1 トンの数万倍以上の威力を有している。その

ため、核弾頭は隠匿が容易である。 
イスラエルは、2.2 万平方キロという、北朝鮮の 5.6 分の 1 の狭い国土の、

ネゲブ砂漠の地下に核施設を建設し、国際機関などの目を逃れて秘密裏に核兵

器を開発、保有したとみられている。 
北朝鮮には百か所以上の核関連施設があり、地下施設は 1 万数千か所あると

みられている。そのすべてに査察官を入れて直接検証することは、不可能であ

ろう。そのどこかに完成した核弾頭を隠し持つことは容易であろう。 
北朝鮮側がすべての施設などを正直に申告するとは思えない。そうである以

上、衛星写真などで怪しいとにらんだ施設に無警告で随時査察できなければ、

査察の実効性は上がらない。 
しかしそれでも、すべての施設が衛星写真などで把握できる可能性はまずな

い。プルトニウムの抽出施設は特殊なガスが発生し、ある程度は特定できる。

しかし地下のウラン濃縮施設は地上で兆候をつかむのは困難である。ウラン濃

縮施設も、大量の電力や冷却水を使うので温水などから発見できることもある

かもしれないが、地下水を使用し、薄めればなかなかわからないだろう。 
また、軍用施設への査察は、軍事機密保護を理由に拒むこともできる。 
核・ミサイル開発に携わった科学者、技術者は数千人以上に上るとみられ

る。彼らの頭脳にある知識や持っている技能を消し去ることはできず、生きて

いる限りいつでも復活できる。今なら、電子媒体に膨大なデータや設計図をダ

ウンロードし保存することも容易にできる。 
科学者や技術者も監視下に置き、平和目的の研究開発などに従事させねばな

らない。それを受け入れる国も探さねばならない。そうしなければ、ソ連解体

後にみられたように、新たな核・ミサイル技術の拡散が起こる。 
核兵器の部品や製造設備、核関連物質の管理も容易ではない。小さなものな

ら持ち出し、窃盗、横流しもできる。 
貧しい国の場合、テロリスト・グループや破綻国家などに核関連の物資など

を横流しし、利益を得るという誘惑にもかられやすい。 
「不可逆」の徹底も極めて難しい。科学技術者の技能、知識は残る。 
核実験については、豊渓里(プンゲリ)の核実験場の爆破も行われたが、専門

家の立会も坑道内への立ち入り調査も認められなかった。 
6 回も核実験を行えば、水爆を含めた核兵器開発に必要なデータはとれてい
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るとみるべきである。 
インド、パキスタンはともに計 6 回の核実験(核爆発試験含む)を行っただけ

だが、今ではいずれも水爆を含む核弾頭を保有している。イスラエルは南アフ

リカと共同で 1 回の核実験を行ったか、一度も実施せず、水爆を含む核弾頭を

生産保有しているとみられている。 
現在はコンピューター・シミュレーションによる核兵器開発も可能とされて

おり、スーパーコンピューターでは世界的技術を持つ中国の支援などがあれ

ば、北朝鮮が、秘密裏に核兵器開発を継続するのも不可能ではないだろう。 
北朝鮮がプルトニウム抽出技術もウラン濃縮技術も保有していることは間違

いない。核兵器不拡散条約(NPT)の第四条では、締約国の内、核兵器を持たな

い国(非核国)にも原子力の平和利用の権利は認められている。 
北朝鮮が CVID に仮に応じたとしても、非核国として平和利用の軽水炉も黒

鉛減速炉も運転できる。いずれの炉にもプルトニウムは溜まり、特に黒鉛減速

炉は運転を止めずにプルトニウムを抽出できる。 
そうなれば、IAEA の査察を逃れるか、NPT から脱退すれば、北朝鮮はいつ

でもたまったプルトニウムを抽出し、ウラン濃縮の濃度を兵器級に上げて核兵

器の材料にすることができる。 
また、ロケットとミサイルは、目的は異なるが、実体は同じものである。ロ

ケットの開発については、宇宙条約により、平和目的の宇宙開発は主権国家の

権利として認められている。 
ミサイルも、宇宙ロケットとして打ち上げれば、固体燃料ロケットも含め、

制約なく開発を進めることができる。 
北朝鮮は、2012 年に 2 回、テポドン 2 の改良型とみられるミサイルを「銀

河(ウンハ)3 号」と称する宇宙ロケットとして打ち上げ、2 度目には成功してい

る。 
このように、核兵器もミサイルも開発・製造が、国際条約の下でいつでも再

開できるだけの潜在能力を、北朝鮮はすでに保有している。すなわち、「不可

逆」を保障することは、現実にはできない。 
もしそれを強行するとすれば、NPT や宇宙条約の加盟国に認められている権

利を北朝鮮には与えないことになり、差別的扱いを強制しなければならない。

中露も多くの国もそれには同意しないであろう。 
 
4 韓国とのバランス 
 現在は一見すると北朝鮮のみが、核兵器やミサイル開発を強行し、韓国より

も進んでいるように見える。しかし韓国の潜在能力は北朝鮮よりも高い。 
 昨年 11 月の米韓首脳会談で、トランプ大統領は韓国にそれまで課してきた
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弾道ミサイルの射程と弾頭搭載重量に対する制約を解除するとともに、韓国の

原子力潜水艦建造も容認している。 
 韓国は 2025 年を目標に弾道ミサイルを搭載した国産大型潜水艦の進水を目

指している。原潜の建造計画も検討が始まったと報じられている。 
核開発についても、韓国はプルトニウム抽出技術を保有しており、国内の原

発には核弾頭約 8 千数百発分のプルトニウムがすでに蓄積されている。韓国は

また、ウラン濃縮技術も持ち、世界で 5 番目の原子力発電容量を持つ原発大国

でもある。 
 北朝鮮に CVID の実行を要求した場合、韓国の持つ巨大な潜在力を考慮する

と、南北間の潜在力の不均衡を正すために、北朝鮮は、最低でも韓国並みの潜

在力の維持を要求するであろう。 
すなわち、弾道ミサイル搭載大型原子力潜水艦(SSBN)の保有並びに、プル

トニウム抽出技術とウラン濃縮技術の維持である。 
北朝鮮のこのような要求を拒否し、CVID を徹底しようとすれば、韓国に対

しても、現在は米国からも容認されている SSBN の保有なども制限しなければ

ならなくなる。 
韓国は反対するであろうし、原発保有も NPT で非核国の権利として認めら

れており、制限はできないであろう。 
以上の状況を踏まえると CVID の徹底には韓国の国際的に認められた、ある

いは米韓で合意した事項まで見直しが必要になり、韓国も説得もしなければな

らなくなる。 
無理に韓国に強要すれば、韓国でも反米意識が高まり、ナショナリズムが燃

え上がって、左派と北朝鮮が主導する南北政治統一に一気に向かう恐れもあ

る。 
 
まとめ 
以上からみて、CVID の徹底は事実上不可能と言えよう。韓国を説得しなく

ても済む、現在の韓国の持つ潜在能力を北朝鮮にも認めるのが、事実上の下限

の要求になるのではないだろうか。 
どのような条件で、CVID をめぐる米朝の話し合いが決着するのかは、今後

の交渉結果を見なければならないが、インドの事例などから見ても、以下のよ

うな決着になるのではないかと思われる。 
すなわち、①核物質、核技術を含む核拡散の阻止、②核実験の禁止、③核関

連物質の管理強化と生産削減などを条件とし、潜在的な北朝鮮の核能力の保有

は黙認したままの決着に落ち着くのではないか。 
このような外交的決着の後に来るのは、核化した北朝鮮とどう共存を図るか
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という課題である。 
その場合当面予想されるのは、南北の経済交流が活発化し、平和共存がしば

らくは続くという状況であろう。 
南北の通常兵力と核潜在力を合わせた軍事力と経済力などを加味した総合国

力は均衡し、戦争は抑止されるとみられるからである。 
そうなれば冷戦に西側が勝利したように、北が内部から変質し独裁体制が倒

れ、韓国主導で米国寄りの民主的な統一朝鮮が出現するかもしれない。 
そのような方向になることは日本にとっても望ましいことであり、日本もそ

の方向に外交的努力を傾けねばならないであろう。 
しかし、経済交流と共に韓国民の対北警戒心が薄れて、北の対南工作が進

み、韓国内に親北ムードが高まって、政治統一に向かうという可能性もある。 
その場合は、反日、反米の核ミサイルを持った軍事大国統一朝鮮が、対馬海

峡の向こうに出現することになる。日本は深刻な防衛上の脅威に直面すること

になる。 
その頃には中露の独裁的体制下での軍事力も現在より増強され、日本は対

馬、南西諸島、北方の 3 正面からの脅威に対し、同時に備えねばならなくな

る。 
そのような事態にも備えられるよう、日本としては国を挙げて、核保有を含

めた防衛力の強化に着手する時期に来ている。また、周辺国の動向を把握し分

析するための情報機関の設置も必要である。 
 

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/53232 からの転載です。 
 


